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議　案　第　１　号

平成26年度北海道一般会計補正予算（第１号）

　平成26年度北海道一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ910,198千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ2,719,947,364千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条　地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

９ 国 庫 支 出 金 307,914,373 76,266 307,990,639

２ 国 庫 補 助 金 186,835,401 50,487 186,885,888

３ 委 託 金 5,006,906 25,779 5,032,685

10 財 産 収 入 8,030,126 432 8,030,558

１ 財 産 運 用 収 入 4,144,262 432 4,144,694

12 繰 入 金 67,466,980 369,022 67,836,002

２ 基 金 繰 入 金 64,271,724 369,022 64,640,746

13 諸 収 入 257,838,086 4,478 257,842,564

４ 受 託 事 業 収 入 1,330,267 3,947 1,334,214

６ 雑 入 5,445,516 531 5,446,047

14 道 債 631,622,500 460,000 632,082,500

１ 道 債 631,622,500 460,000 632,082,500

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位　千円）
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

歳 入 合 計 2,719,037,166 910,198 2,719,947,364
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 239,138,650 423,748 239,562,398

１ 総 務 管 理 費 90,977,539 423,748 91,401,287

３ 総 合 政 策 費 51,472,350 180,800 51,653,150

５ 交 通 政 策 費 15,731,332 180,800 15,912,132

４ 環 境 生 活 費 9,818,584 169,725 9,988,309

６
地 球 温 暖 化

対 策 推 進 費
1,313,125 164,775 1,477,900

９ 消 費 者 安 全 費 488,760 4,950 493,710

５ 保 健 福 祉 費 395,607,687 5,091 395,612,778

２ 医 療 薬 務 費 10,903,620 5,091 10,908,711

６ 経 済 費 196,339,433 20,688 196,360,121

９ 人 材 育 成 費 3,181,862 20,688 3,202,550

７ 農 政 費 105,374,195 4,947 105,379,142

２ 食 品 政 策 費 738,960 1,000 739,960

歳 出
（単位　千円）
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

６ 農 業 経 営 費 21,803,963 3,947 21,807,910

11 教 育 費 467,384,215 101,202 467,485,417

５ 特 別 支 援 学 校 費 49,932,535 101,202 50,033,737

14 諸 支 出 金 88,048,217 3,997 88,052,214

２ 諸 費 84,115,192 3,997 84,119,189

歳 出 合 計 2,719,037,166 910,198 2,719,947,364



8

第 ２ 表

地 方 債 補 正
（単位　千円）

起債の目的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

札幌医科大学

整 備 費
1,050,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

1,088,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

庁舎等整備費 3,568,000 同 上
10％

以内
同 上 3,945,000 同 上

10％

以内
同 上

特別支援学校

施設整備費
2,097,000 同 上

10％

以内
同 上 2,142,000 同 上

10％

以内
同 上

合 計 631,622,500 632,082,500
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